
１ １２月の主な町内会活動 [Due to COVID-19, things haven’t been easy this past year.] 

２ １２月の町内トピックス 

日 時 摘     要 

１２月 １日（水） 年末交通安全市内一斉街頭監視活動           

１２月 ４日（土） 中央緑道見守り会議                 （上に写真掲載） 

１２月１０日（金) 年末交通安全市内一斉街頭監視活動                    

１２月１２日 (日) 南康生町『防災講座 2021』                    （上に写真掲載） 

１２月１３日（月） ７町・広域連合会 次世代の会 

１２月１８日（土） 第４回町内連絡会議 

１２月２６日 (日) 
リサイクル資源回収 

ＫＣＢＭ（籠田公園 中央緑道 桜城橋 運営会議）                  
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21.12.4  中央緑道見守り会議 

筒井副総代が議長となり近隣町内会の総代、

国交省、岡崎市等多方面の方が集まり、中央緑

道、桜城橋、桜城橋橋上広場、橋詰広場の運用

状況、国道 1 号無電柱化や拡幅計画等の情報確

認や協議をしました。特に自転車の運転ルール

については更なる協議が必要となりました。 

 

21.12.12  南康生町『防災講座 2021』 

 防災隊の皆さん、町内会役員等が集まり岡崎

市の穴井防災官から防災講座を受講し、近隣で

も過去には河川の氾濫や大地震があったため、

高齢者や一人暮らしの方への対応、避難場所、

LINE の活用などを討議した後、屋外で天ぷら

油火災の消火訓練をしました。 

 

 

               

 

 

 



３ １月の行事予定  

日 時 場 所 行     事 

１月 ８日（土） 市民会館 岡崎市新年交礼会 

１月１６日 (日) 竹内文具ビル ７町連合会役員会               18:00～ 

１月１９日（水） マルワビル 令和３年度 第５回町内役員会           19:00～ 

１月２３日（日） 

指定場所 

（小雨決行） 

リサイクル資源回収（新聞、チラシ、雑誌、段ボール、牛乳ﾊﾟｯｸ、 

衣類（ビニール袋に梱包））              7:30～ 8:30 

市民会館 ＫＣＢＭ(籠田公園・中央緑道・桜城橋 運営会議) 18:00～ 

１月３０日（日） 籠田公園  中央緑道 国際交流フェア                 9:00～16:00 

４  素顔の住民（菅生神社 禰宜 奥村様）  

５ 住民の皆様へのご連絡 

 

明けましておめでとうございます。菅生神社の児玉宮司の娘で、禰宜を務めております奥村です。

神主になりまして五年目を迎えました。私は物心がついた頃から菅生さんで過ごす時間が多く、子供

の頃は祖父齋藤光久宮司のお手伝いをよくしていました。幼いながらも神社の神聖な空気、厳かな神

事、賑やかなお祭りに心躍らせ、菅生さんで過ごす時間が特別でした。その後またご縁を頂きまして

菅生さんに戻り神主として日々を過ごしています。戻ってから力を入れた点は「情報発信」です。岡

崎市民の方でも、「岡崎の花火大会」はご存じでも「菅生祭」・「奉納花火」・「鉾船」を知らない

方が大変多く、これでは神社並びにお祭りを今後存続する為にも危機感を抱きました。その為、ホー

ムページを開設し、インスタグラム並びに FBで神社のアカウントも作成しました。さらに「限定御朱

印」も始め、菅生川に浮かぶ鉾船と奉納花火をあしらった御朱印を出し、お祭りの説明書きも添えて

一人でも多くの方に菅生祭を知って頂きたいという想いで授与しています。お祭だけではなく、神社

の歴史も知って頂きたいので、家康公が菅生神社で厄除開運祈願をされた日など縁の日に様々な御朱

印を出しています。日々、ホームページやインスタグラム等にご案内を出しておりますのでご興味の

ある方は是非ご覧になって下さい。皆様のご参拝を心よりお待ちしております。 

 

 最後になりますが、初詣などご参拝される時は是非一度「花手水」も探してみて下さい。コ

ロナ禍になり、手水舎から柄杓を撤去した為、当初は柄杓がなく殺風景になってしまいました。

少しでも参拝者の方が温かい気持ちになってほしいと思い、毎月１日と毎週土日に手水鉢にお花

を浮かべています。冬場はお花が長持ちするので花手水の箇所が複数ありますので、境内を散策

してみて下さい。皆様のご参拝を心よりお待ちしております 

 

【回覧物の取り扱い】  

 回覧板は地域情報を伝達する重要な機能を担っていますが、閲覧用の回覧物が回覧され

なかったというケースが見受けられたため、回覧物の取り扱いルールの遵守と迅速な回覧

をお願いします。回覧物には『市政だよりおかざき』等の様に各ご家庭に１部配布される

回覧物と各組毎に１部の閲覧用回覧物がありますのでご注意とご協力をお願います。 

                                                                                                                             


